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「活⼒ある地⽅を創る⾸⻑の会」事務総⻑ 樋渡啓祐
令和6年2⽉7⽇（⽔）



（問1）地域公共交通サービスについて、「住⺠･観光客等」
  は満⾜していると感じますか。

（問2）国は、⾃治体の現状に即した「ライドシェア」の
           条件変更や規制緩和を⾏うべきだと考えますか。

活⼒ある地⽅を創る⾸⻑の会

緊急⾸⻑アンケート 2023年9⽉



全国 知事・市区町村⻑ 119⼈回答
地域公共交通サービスの現状 「ﾗｲﾄﾞｼｪｱ」条件変更・規制緩和は

「活⼒ある地⽅を創る⾸⻑の会」実施期間2023年9⽉3⽇〜9⽇
令和5年11⽉6⽇内閣府規制改⾰推進会議提出（資料1−4）改



活⼒ある地⽅を創る⾸⻑の会

緊急⾸⻑アンケート 2023年11⽉

＼全国の
⾸⻑／第２弾

（問1）現⾏制度（⾃家⽤有償旅客運送）で、住⺠・観光客
  の「移動の⾜」に係る困り事は解決しましたか。

（問2）地域公共交通会議等の設置⼜は協議を調えることに
  ついて、困難を感じることはありますか。





内閣府規制改⾰推進会議WG



タクシー等既存事業者との
「共存共栄」を⽬指す



「活⼒ある地⽅を創る⾸⻑の会」の3つの政策ポイント

地域のタクシー会社等既存事業者との
共存共栄

8

01

02

03

2号・3号合わせ技

安⼼・安全



⾸⻑の会の政策提⾔(10/17,11/13) 政府⽅針(12/20公表)

②

②

③

①

①

①

③

「⾸⻑の会」の声が政府⽅針へ（R5.12.20デジタル⾏財政改⾰会議）



活⼒ある地⽅を創る⾸⻑の会（298⼈）
の具体的取組

＊

＊令和6年2⽉7⽇現在の会員数
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l⾃治体ライドシェア研究会（令和5年12⽉20⽇）
l⾸⻑/⾃治体職員/地⽅議員向け勉強会（毎⽇）
l「第⼀次答申」（令和6年1⽉31⽇）

※道路運送法第78条2号（自家用有償旅客運送制度）の愛称：「自治体ライドシェア」



※4⽉を待たずに開
始可能（令和5年度
内に開始すること
も可能）
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l⾃治体ライドシェア研究会（令和5年12⽉20⽇）
l⾸⻑/⾃治体職員/地⽅議員向け勉強会（毎⽇）
l「第⼀次答申」（令和6年1⽉31⽇）
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l 運⾏区域外に所在する病院・商店・学校等への送り／迎えを⾏ってよい。

l ポイントは、次の2つのどちらかであること。
・運⾏区域内から出発し、運⾏区域外（他市町村等）に到着する。
・運⾏区域外（他市町村等）から出発し、運⾏区域内に到着する。

（問）運⾏区域外の病院等への送り／迎えはできないのか？

例：A市における「⾃治体ライドシェア」の場合

B市

A市
･･･

･･･

運⾏区域内

運⾏区域内から
出発【送りOK】

運⾏区域内に
到着【迎えOK】運⾏区域外



全会一致ではなく、「過半数をもって決する」ことも
可能です。
地域公共交通会議等の議決方法は、当該会議規
則で定めるものです。

（問）地域公共交通会議等は全会⼀致が必要なのか？
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2号自家用有償旅客運送は、
タクシー事業者の車両を使用することが可能です。

（問）タクシー会社の使⽤していない⾞両を、2号で活⽤できるのか？
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乗
客

ドライバー報酬：
運送の対価のX％

運送の対価：実費
（⽬安としてタクシー運賃の8割）
※⼀定のダイナミックプライシング
を導⼊予定（年度内に通達発出）

実施主体
（市区町村 等）

RSドライバー

（問）「運送の対価＝実費」「タクシー運賃の8割」とは。
• 運送の対価（実費）とライドシェアドライバー報酬を決めるのは、実施主体であり、
地域公共交通会議等である。

• 国交省が明⽰した「運送の対価：タクシー運賃の8割」は「実費の⽬安」である。

※【重要】規制改⾰推進会議第6回WG（令和6年1⽉29⽇）においても
誤認が⼀定数⾒受けられた部分 17
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l⾃治体ライドシェア研究会（令和5年12⽉20⽇）
l⾸⻑/⾃治体職員/地⽅議員向け勉強会（毎⽇）
l「第⼀次答申」（令和6年1⽉31⽇）



実装パターン（時期）

3⽉   4⽉

タクシー事業者が
3号ライドシェア実装

市町村が2号⾃治体ライドシェア実装

3⽉   4⽉

市町村が2号⾃治体ライドシェア実装

3⽉   4⽉

タクシー事業者が
3号ライドシェア実装

市町村が2号⾃治体
ライドシェア実装

l できることから始める【Aパターン】 l 結果的に、2号のみ実施【Bパターン】
研究会推奨

l 3号の様⼦を⾒て、2号実施【Cパターン】

3⽉   4⽉

l 2号を実施しない【Dパターン】
タクシー事業者が
3号ライドシェア実装

※結果的に、タクシー事業者が3号ライドシェアを実施しなかっ
た場合等

※タクシー事業者が3号ライドシェア実施に成功し、結果的に移動
の⾜問題が解決した場合（都市部を中⼼に起き得ると推測）等

※タクシー事業者の3号ライドシェア実施確定しており、その結
果を⾒極めてから市町村が2号を実施する場合等

※タクシー事業者が3号ライドシェア実施の確定をなかなか⾏わ
ない場合、可及的速やかな事業実施が求められる場合等

地域公共交通を担うモビリティサービスは、道路運送法第4条許可等もあるが、
ここでは⾃家⽤⾞による有償運送についての整理を⾏うものとする。
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⾃治体ライドシェア研究会会員（令和6年1⽉31⽇現在）

北海道ニセコ町

富⼭県南砺市 茨城県⾏⽅市

静岡県磐⽥市

静岡県湖⻄市

滋賀県⽇野町

京都府舞鶴市

岡⼭県⾚磐市
熊本県⾼森町

京都府京丹後市

l 研究会会員：108⾃治体

※108⾃治体のうち21⾃治体が、2号「⾃治体ライド
シェア」の早期実装に向けて検討を開始した
（公表可能⾃治体は右図のとおり）。
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⽯川県⼩松市（宮橋勝栄市⻑）
実装に向けた準備を加速



地域のタクシー等既存事業者との
共存共栄「新制度（案）」





タクシー 2号：⾃家⽤有償旅客運送
（愛称「⾃治体ライドシェア」）

【現⾏制度】原則タクシーが⾛っていない地域・時間等を「交通空⽩地」と定義

交通空⽩地
※時間的概念も追加



タクシー 2号：⾃家⽤有償旅客運送
（愛称「⾃治体ライドシェア」）

準交通空⽩地（新しい概念）

【今後】タクシー配⾞困難な地域・時間等を「準交通空⽩地」と定義し、⾃治体が⽀援

※タクシー配⾞困難な地域・時間等を
⾃治体が2号（⾃治体ライドシェア）
で配⾞⽀援

※タクシー会社へ優先配⾞


